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東秩父村地域公共交通活性化協議会委員の脱退について 

①概要 

・東秩父村地域公共交通活性化協議会（以下協議会）設立当初から委員として、ご協力いただいていた 

「熊谷県土整備事務所」より、昨年度の協議会をもって委員脱退の申し出がありましたので、協議事項 

として提案いたします。（下記脱退届） 

※脱退するにあたって、関東運輸局埼玉支局（国機関）等に事前確認させていただきましたが、①「地域公

共交通活性化及び再生に関する法律」の中で、協議会以外で運行に関する許可や意見を別途伺えば、問

題がないこと、②強制的に委員として就任をお願い出来ない事などから、当議題を提案しております。 

 

②脱退届（令和 3年 5月 12日提出） 

 

 


